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第１章  調査の概要 

１－１ 調査の背景・目的 

マダガスカル共和国（以下、「マダガスカル」と記す）政府は、2007 年から 2012 年を対象とした

国家開発政策として「マダガスカル開発計画（Madagascar Action Plan：MAP）」を策定している。こ

の中で、雇用創出、税収の増加、インフラの充実及び社会サービスの向上のため、これまで開発が進

んでいなかった鉱業を、自然・社会環境に配慮しつつ振興していくことを目標としている。鉱業開発

を推進するべくマダガスカル政府が鉱業投資法の改正（2004 年）や鉱業法の改正（2005 年）を実施

した結果、民間による開発のためのインセンティブが大きく改善されている。かかる状況のなかで、

2007 年には住友商事が参加する総額 37 億ドルのニッケル鉱山の開発が開始されるなど、近年になっ

て鉱物資源開発が進みつつあり、鉱業がマダガスカル経済の発展へ大きく寄与することが期待されて

いる。このため、鉱物資源の探査をこれまで以上に効率的に行っていく必要がある。 
他方、小規模な採掘業者が多数進出し活発に活動するなか、採掘権や環境規制を無視して活動する

違法採掘業者が自然環境に与える影響が大きな問題となっている。 
このような状況のもと、今般、マダガスカル政府は我が国に対し、更なる鉱業の振興のために鉱床

を有する地域を特定するためのリモートセンシング技術及び空中物理探査技術に係る技術移転、及び

違法採掘業者を規制し、環境への影響を低減するための指導強化に関する技術協力プロジェクト２件

の要請を行った。 
なお、マダガスカルにはこれらの諸課題を解決していくための制度や実施体制が整っていないこと

が想定されることから、技術協力プロジェクトによる直接的な技術移転・人材育成に先立って、開発

調査による政策策定・制度構築支援が必要であると考えられるため、本プロジェクト形成基礎調査で

は、第一に開発調査による支援の必要性につき確認を行うものとする。 
 
１－２ 調査団の概要 

本プロジェクト形成基礎調査では、要請のあった２案件それぞれの要請内容、先方政府の実施体制、

他ドナーの活動等を確認したうえで、協力の必要性及び妥当性、並びに協力内容の検討を行った。ま

た、２件の要請をもとに調査を行いつつも、現場のニーズによってはこれらの統合または明らかにな

ったニーズに合わせた案件の形成も視野に入れ、調査を行った。 
 

(１) 調査団構成 

担 当 氏 名 所 属 

団 長 小林 広幸 JICA 経済開発部資源・省エネルギーチーム長 

鉱業政策／鉱物資源評価 北  良行 国際鉱物資源開発協力協会 国際協力部長 

GIS／リモートセンシング 古宇田 亮一 産業技術総合研究所 産学官連携コーディネーター 

調査企画 江原 由樹 JICA 経済開発部資源・省エネルギーチーム 職員 



 

2 

(２) 調査日程：2008 年１月 21 日（月）～２月９日（土） 

 月日（曜） 小林 江原 北 古宇田 

１ 1／21（月） PM 成田発 

２ 1／22（火） 
AM アンタナナリボ着 
14:00 JICA マダガスカル事務所表敬 
15:00 対マダガスカル現地 ODA タスクフォース打合せ 

３ 1／23（水） 
08:00 エネルギー鉱山省（MEM）表敬 
09:00 鉱山地質局（DGM）表敬、要請背景調査（DGM） 
14:00 要請背景調査（DGM） 

09:00 世界銀行訪問 
４ 1／24（木） 

14:00 USAID 訪問 14:00 DGM 訪問 

５ 1／25（金） 

08:30 EU 訪問 
10:00 在マダガスカルノルウェー大使館訪問 
11:00 AfDB 訪問 
15:00 在マダガスカルフランス大使館訪問 

６ 1／26（土） 団内会議 

７ 1／27（日） 報告書作成、協議議事録（M/M）案作成 

８ 1／28（月） 09:00 環境省訪問 
PM エネルギー鉱山省協議 

９ 1／29（火） 09:00 Dynatec 訪問 
PM エネルギー鉱山省協議 

10 1／30（水） 

08:30 鉱業ガバナンス強化プロジェクト（PGRM）訪問 
10:00 マダガスカル地質鉱物資源情報センター（BPGRM）訪問 
14:00 BPGRM 協議 
16:00 M/M 協議・署名 

11 1／31（木） AM 団内会議、報告書作成 
14:00 現地 ODA タスクフォース報告 

12 2／1（金） AM 帰国 追加調査 AM 帰国 

13 2／2（土） （成田着） 報告書作成 （成田着） 

14 2／3（日） PM アンタナナリボ発 プレトリア（南ア

着） 

15 2／4（月） 
AM JICA 南アフリカ事務所訪問、打合せ 
PM ケ ー プ タ ウ ン へ 移 動 、 Mining 
INDABA 参加 

16 2／5（火） Mining INDABA 参加 

17 2／6（水） 帰国 
Mining INDABA 
参加 

18 2／7（木） （成田着） 
Mining INDABA 
参加 

19 2／8（金） 帰国 

20 2／9（土） 

 

 
（成田着） 
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１－３ 調査結果 

マダガスカルの国家開発計画である MAP においても、鉱業はマダガスカルの経済発展において非

常に重要な役割を期待されている。これまで、世銀をはじめとした各ドナーの支援により鉱業法の改

正、大規模鉱業投資法の制定と改正及び実施体制・制度の構築と活用が進められている。 
一方で、世界でも類のない希少動物の宝庫となっているマダガスカルにおいては環境と開発の両立

は 優先事項の一つであり、環境保護に係る法制度の整備、実施体制の構築、エネルギー鉱山省

（Ministère de l'Energie et des Mines：MEM）と環境省との協働体制の構築などが進められているとこ

ろでもある。 
このような状況にあって、環境保全と鉱業開発をバランス良く進めるための政策作り及び実施にあ

たり、我が国の有するリモートセンシング技術の活用が有効であると考えられ、MAP に沿った持続

的な開発を進めるに際して、我が国が本分野を支援した場合、時宜を得たものになるだろう。 
他方、特に南部において違法な貴石採取活動が非常に活発に行われており、環境に負の影響を与え

ているのみならず、採掘技術の不足による安全性の欠如なども問題となっており、このような小規模

鉱業（Small Scale Mining：SSM）の活動による影響がマダガスカルの鉱業分野における も大きな課

題の一つとなっていることが明らかになった。 
このように今般要請のあった２件は必要性、緊急性ともに非常に高いことが明らかとなった。 
 
情報収集及び協議の結果、SSM 対策に係る支援については、我が国の支援の余地は少なからずあ

るものの、世銀鉱業ガバナンス強化プロジェクト（Projet de Gouvernance des Ressources Minérales：
PGRM）により一定の支援が行われる予定であることが明らかとなった。一方、リモートセンシング

を用いた地質情報整備については世銀 PGRM を中心に各ドナーが大規模に支援しているが、十分な

質・量とはいえず、特に L 帯レーダーによる衛星画像を用いた解析技術等の我が国の技術・経験を

活かすことで、時宜を得た支援が可能であることが判明した。しかしながら、他ドナーの支援により

地質情報整備が急速に進められるなか、我が国の支援においても早期に成果を出すことが求められる

こと、及び技術協力プロジェクトによる技術移転を行うには先方の実施体制が弱体であり、充分な成

果が見込まれないことから、開発調査による支援が妥当であると考えられる。 
 
以上についてマダガスカル側と協議した結果、リモートセンシングを用いた地質情報整備に係る開

発調査を優先案件とする旨合意し、協議議事録（Minutes of Meeting：M/M）としてこれを取りまとめ、

双方署名することができた。 
 
１－４ 団長所感 

(１) マダガスカル鉱業分野の位置づけと協力の妥当性 
マダガスカル鉱業分野の発展は同国国家開発計画（Madagascar Action Plan：MAP）において急速

な経済成長実現のための重要な課題として位置づけられている。同国は豊富な鉱物資源のポテンシ

ャルが指摘されているなか、現時点での当該分野の GDP に占める割合は５％程度にとどまってい

るが、今後の順調な開発により 2011 年には 30％を占めることが期待されている。また、2007 年、

本邦企業がマダガスカルのニッケル鉱山に対する 640 億円の投資を決定するなど、同国の鉱物資源

への海外からの関心も高まりつつある。 
また、マダガスカルの一人当たりの GNI は 280 ドル（世銀：2006 年）と依然低く、前述の MAP
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においても貧困削減が 重要の課題とされており、国家の経済的基盤作りと雇用創出に資する鉱業

分野の発展は貧困削減の観点からも重要である。 
さらに、近年は中国等の開発途上国においても急速な経済発展が実現されつつあり、地球規模で

の資源の枯渇問題がさらに深刻化している。各国が保有する地下資源が有効に活用されることによ

る、持続的な資源供給体制を構築することが国際的な課題となっている。 
また、2008 年度は第４回アフリカ開発会議（Tokyo International Conference on African 

Development：TICADⅣ）が開催される予定であり、アフリカ諸国の持続的な発展とかかる国際協

力の取り組みが改めて注目されている。 
以上のとおり、マダガスカルにおける鉱業分野の位置づけと世界的な動向にかんがみれば、同国

鉱業分野に対する協力の実施は極めて時宜を得たものといえる。 
 

(２) 鉱業分野の構造改革の進捗 
マダガスカルの鉱業分野は、主に世銀の支援を得て 90 年代から構造改革が進められており、鉱

業法の策定（1999 年施行、2005年改定）、鉱業投資法の策定（2002 年施行、2004 年改定）等を通

して、鉱業ライセンスの取り扱いやロイヤルティ、税制の整備等が進められ、関連制度の構築状況

はアフリカでも も進んだ国の一つとなっている。 
また、環境法及び関連条例が整備されたことにより、鉱業ライセンス取得のための環境影響評価

の実施等が義務化されたとともに、関連手続きの執行機能として各省庁に環境担当ユニット

（Environmental Cell）の設置が求められており、エネルギー鉱山省も鉱山地質局と７つの地方支部

（アンタナナリボを含む inter-regional ごと）に計 13 名の職員を配置した。 終的な環境審査は大

規模鉱業に関しては National Office of Environment（ONE）が、小規模鉱業の場合は鉱山地質局が

実施している。 
また、MAP に基づく鉱業分野の予算計画を含む事業実施計画（2007～2011）も策定・実施され

ている。 
さらに、鉱物資源に係る情報整備も各援助機関の協力を得て進められている。 
依然、政府としての政策実施体制や能力においては課題が残されているものの、枠組み作りとい

う観点においては、本改革は極めて順調に進捗していると思われる。 
 

(３) 他ドナー等の支援状況 
マダガスカルの鉱業分野に対する諸外国からの支援は、セクター改革に係る制度や法整備等にか

かる支援と鉱物資源情報の整備にかかる支援の大きく２つに分類できる。前者は主に世銀の PGRM
により実施されており、前述のとおりセクター改革はほぼ順調に進捗している。また、後者につい

ては、世銀のほかに米国国際開発庁（United States Agency for International Development：USAID）

〔実質的には米国地質調査所（United States Geological Survey：USGS）が実施〕、フランス〔実質

的にはフランス地質鉱産局（Bureau de Recherches Géologiques et Minières：BRGM）が実施〕等が協

力してきており、BPGRM をカウンターパートに地質及び鉱物データの整備を行っている。一部の

特定地域に対しては 10 万分の１、または 20 万分の１、さらに全国を対象に 100 万分の１または

50 万分の１の地質図等が、今後２年以内に作成・更新される予定である。 
以上のとおり、当該分野への協力は非常に網羅的に実施されているように見受けられるが、制度

や政策を実施するための体制作りや能力強化等への取り組みは不十分である。また、情報整備に関
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しても、技術やノウハウの移転が十分になされておらず、依然、自立的運用・発展が期待できる状

況にはない。 
 

(４) 要請背景と案件の優先度 
マダガスカル政府は我が国に対し、更なる鉱業の振興のために鉱床を有する地域を特定するため

のリモートセンシング技術及び空中物理探査技術に係る技術移転（以下、「リモセン案件」と記す）、

及び小規模違法鉱業事業者を規制し、環境への影響を低減するための指導強化（以下、「小規模鉱

業案件」と記す）に関する技術協力プロジェクト２件の平成 20年度新規要請を行った。 
「リモセン案件」では、前述のとおり各協力機関主導で情報整備が進められているが、一部情報

は更なる整備（10 万分の１の地質図の整備予定範囲は全国の 50％以下）が必要である。また、関

連データの分析・活用方法や地質図等の作成方法に係る技術移転は十分になされておらず、右技術

移転と更なる情報整備を推進するための支援が重要となる。 
「小規模鉱業案件」では、世銀が関連の制度と評価・モニタリング体制の構築を支援しているこ

とから、日本に関係者（事業者、中央政府職員、地方行政職員）の教育に用いる教材の作成が要請

されたものである。他方、世銀も制度の運用体制構築に係る取り組みは極めて限定的（NGO を通

したコミュニティベースの能力強化）であり、実効性に疑問が残る。また、過去の世銀のプロジェ

クトにおいて、マダガスカル語で作成された採掘者対象の教育資料が既に存在することも判明した

が、必ずしも高い教育効果が期待できる資料となっていない（ただし、同資料は現行世銀プロジェ

クトで更新される予定）。 
以上のように、両案件ともに残された課題があり、協力実施の可能性はあるものの、日本側の協

力実績や経験等も紹介しつつ鉱山地質局との協議を行ったところ、「リモセン案件」を優先するこ

とで合意した。また、協力形態に関しては、求められる成果、先方の実施体制及び JICA の経験等

にかんがみ、開発調査による実施が有効であるとの結論に至った。 
 

(５) 協力内容の妥当性と概要 
今回、先方と合意した内容（詳細は付属資料の M/M を参照）では、鉱業振興と係る投資を促進

するための情報整備機能の強化を図るために、主に以下の項目を網羅する開発調査を約２年間にわ

たり実施することが想定されている。 
・ 既存資料・情報のレビューとリモートセンシングデータの解析に基づく100万分の１地質図等

の更新とポテンシャル評価 
・ 特定地域での地質調査等の実施に基づく 新データの分析と特定対象地域の10万分の１地質

図等の作成 
・ GISデータベースの更新 
・ WEB上での情報提供 
・ 各調査項目に係る関連技術とノウハウの移転及びマニュアルと鉱産ガイドの作成 
・ 各種セミナーの開催と国際セミナーへの参加 

 
本調査の目的と調査項目に関しては、前述の当該課題のニーズ、すなわち「更なる情報整備の推

進と関連技術の移転」に合致している。また、投資促進による鉱業振興を目指す MAP の方針に沿

うものである。さらに、MAP に基づき作成された鉱業分野の事業実施計画（2007～2011）におい
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ても鉱物資源情報の整備が取り上げられており、本調査内容は先方のニーズと方針に合致したもの

であるといえる。 
 
(６) 実施上の課題・留意点 

１) 先方の組織と実施体制 
鉱山地質局には３名の地質専門家と２名の技師がおり、今回締結の M/M では、本案件のカウ

ンターパート要員として２名の地質専門家と２名の技師を配置することで合意している。しかし

ながら、既存のデータベースを含め鉱山地質局の体制が極めて脆弱であることを考えると、マニ

ュアルの整備等も実施することにより、先方の負担を極力軽減しつつ効率的・効果的に技術移転

を行う方策や、必要に応じては世銀プロジェクトのカウンターパート組織である BPGRM の要員

と設備や情報の活用・取り込み等を検討する必要がある。 
鉱山地質局の一部機能と BPGRM は将来的に統合され、エネルギー鉱山省傘下の新組織

（National Institute of Geology）となる可能性が検討されている。他方、現時点では組織図上は同

じ省に属していても組織も保有データも完全に分離（データベースのサーバについては 2008 年

２月以降連結される予定）されており、人員、データ及びノウハウ等の共有は極めて限定的であ

る。本調査実施にあたっては、成果をより広く共有し、将来の組織統合に備えるために、可能な

範囲で BPGRM からの調査への参画を促すとともに、少なくとも、双方が情報を共有する機会を

頻繁に設定する必要がある。本案件の実施が決定した際には、改めて世銀本体との調整を図る必

要があると思われる。 
２) 他援助機関との連携（地質調査対象地域の選定） 

マダガスカルは比較的緩やかなドナー協調のもと、各機関の連携が進められている様子である

が、当該分野に関しては既に多くの協力機関が長期的な協力を進めており、それらの機関との信

頼関係に基づく良好な連携体制を構築することが重要である。各種情報とアウトプットの共有を

促進し、必要に応じては、先方政府だけではなく各援助機関からの意見等も取り込みつつ調査を

進める必要がある。特に、当方で地質調査を実施する対象地域の選定と調査精度の設定にあたっ

ては、先方政府を通して各援助機関との調整が必要となる。また、前述の鉱山地質局と BPGRM
の連携強化を図るためにも、世銀プロジェクトとの良好な連携体制構築は不可欠である。 

３) 持続可能性の担保（各種政策との整合性、出口を意識した調査） 
移転された技術を含め当該案件のアウトプットがその後も有効に活用・推進される体制作りに

かかる配慮が、調査の実施中においても求められる。前述の先方実施体制に係る留意事項等に加

え、鉱物資源情報の整備体制の強化が MAP やセクターの実施計画、または予算計画において明

示的に位置づけられるよう働きかける必要がある。各種政策や計画の策定や見直しのタイミング

を逃さず、必要な情報や助言を先方に提供するとともに、他援助機関を含む関係者間での当該案

件の認知と評価を高め、それら政策等に反映されやすくするための取り組みを日常的に行うこと

が求められる。 
また、マダガスカルの経済分野における我が国の援助方針の検討状況を踏まえつつ、状況に応

じては鉱業分野への支援もプログラムアプローチの観点からの整理と長期的な取り組みの検討

がなされることが望ましい。また、必要に応じては、本邦から右援助方針の検討にかかる技術的

な支援を行うことも可能かと思われる。 
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さらに本案件は、後述する SADC1に対する本邦からの協力との連携も想定した取り組みとす

ることが求められる。 
４) 日本の関連技術の活用 

本調査において日本の保有するリモートセンシング技術である PALSAR（Phased Array L-band 
Synthetic Aperture Radar） 画像を活用することが可能となれば、日本の技術の有効性をアピール

できるばかりではなく、新たな視点からの鉱物資源の分析が可能となり、本調査の実施意義と付

加価値を大いに高めることが可能となる。状況に応じては、本件につき本邦関係機関との調整を

図りたい。 
 
(７) SADC に対する協力との連携 

甘利経済産業大臣のボツワナ訪問時に、ボツワナと同国を核とした SADC 加盟国へのリモート

センシング技術に係る日本の協力実施が合意されている。右協力では特定の鉱種を対象に選定され

た地域における鉱物資源探査の実施を主目的とするもので、先方への技術移転という視点からの効

果は限定的なものとなると思われる。右協力は 2008 年度から開始されるが、 初はボツワナを対

象とし、その後、SADC 加盟国への展開となることからマダガスカルへの直接的な協力が実施され

るのは、仮に本件開発調査が実施された場合でも、その終了後となる可能性が高い。本開発調査で

は、特定地域での地質調査実施はあくまでも手段であり、それによる関連技術の移転と総合的な情

報の取りまとめ、及び投資促進のための情報発信が主な狙いとなっており、前述の SADC 関連案

件とは趣旨において明確に差別化できる。むしろ、本案件で基礎的な人材の育成がなされることに

より、将来的に SADC を経てマダガスカルで実施される協力がより円滑に実施可能となるなど、

両プロジェクトの連携による相乗効果が期待できる。 
 

(８) 今後の手続き 
本プロジェクト形成調査の結果をもって、在外及び本邦の関係者への報告を行い、「リモートセ

ンシング案件」の開発調査案件としての採択にかかる検討を依頼することとしたい。仮に、採択さ

れることとなった場合には、事前調査団の派遣によりさらに詳細な調査内容に係る先方との協議を

行う。 
 

                                                        
1 南部アフリカ開発共同体 South African Development Community；構成国は以下の 14 ヶ国。南ア、ボツワナ、レソト、ナミビア、

スワジランド、アンゴラ、コンゴ民主共和国（DRC）、マダガスカル、マラウィ、モーリシャス、モザンビーク、タンザニア、ザ

ンビア、ジンバブエ。 
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第２章  鉱業セクターの概要 

２－１ マダガスカル共和国の概要 

マダガスカルはアフリカ大陸の南東に位置し、587,041km2（日本の 1.6 倍）のマダガスカル島全域

を占める。人口は 1910万人（2006年、UNFPA）、首都はアンタナナリボ（人口 484万人：2003年）。

アフリカ大陸系、マレー系の民族からなり、公用語はマダガスカル語及びフランス語が話されるが、

2007 年４月の憲法改正により英語も公用語となった。宗教はキリスト教 41％、伝統宗教 52％、イス

ラム教７％となっている。 
主要産業は農牧業であり、米、コーヒー、バニラ等を産する。 
GNI は 53 億米ドル（2006 年：世銀）、一人当たり GNI は 280 米ドル（2006 年：世銀）、経済成長

率は 4.9％（2006 年：世銀）となっている。 
1990 年代半ばより国営企業民営化、投資法改正、貿易自由化等の自由化政策強化により、1997 年

以降は一定の経済成長を遂げるに至った。しかし、2002 年前半の政治危機は経済にも深刻な悪影響

を与え、経済もマイナス成長（-12.7％）を記録した。その後徐々に経済は回復し、近年は石油価格

高騰の影響を受けるも、観光サービス業が好況なほか、鉱業分野での投資も活発化している。 
 
２－２ 国家開発計画 

マダガスカル政府は 2006 年、2007 年から 2012 年を対象とした国家開発政策として「Madagascar 
Action Plan （MAP）」を策定した。MAP は以下の８つのコミットメントを柱としており、各コミッ

トメントに対していくつかのチャレンジが設定されている。 
コミットメント１ 責任ある政府 
コミットメント２ インフラの整備 
コミットメント３ 教育改革 
コミットメント４ 地方開発と緑の革命 
コミットメント５ 保健、家族計画及び HIV/AIDS との戦い 
コミットメント６ 経済成長 
コミットメント７ 環境の愛護 
コミットメント８ 国家の結束 
 
ただし、MAP の実現には８～11 十億ドルともいわれる巨額の資金が必要となるため、経済成長と

ともに、外国投資の増加〔84 百万ドル（2005）→500 百万ドル（2012年）〕が必須であるほか、非常

に多くの問題を抱えている2。 
MAP の Commitment ６ Challenge ７ “Intensively Develop the Mining Sector”の概要は以下のとおり。 
 

                                                        
2 世銀 Public Expenditure Review 2007 
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【現状 Current Reality】 
過去 20 年の間、マダガスカルの資源ポテンシャルは見過ごされてきており、雇用創出、税収の増

加、インフラの充実及び社会サービスの向上等の機会を逸してきた。これまで、鉱業活動は GDP の

４％以下に過ぎなかったが、仮に現在判明しているポテンシャルがすべて開発された場合、2011 年

には少なくとも GDP の 30％を占める産業となるべきである。 
2006 年、政府は鉱業振興のためのプラットフォームとして、民間企業、援助機関、コミュニティ

及び政府機関等からなる委員会（Strategic Decision Meeting：SDM）を設置した。 
 
【目標 Goal】 

マダガスカル政府は、現行の鉱業プロジェクトが、社会・自然環境に配慮しつつ、迅速に生産段階

に入れるよう支援を行う。このことにより、（マダガスカルの）天然資源の活用を促進するものであ

る。 
 
【戦略 the Strategies】 

1. 省庁、企業及び援助機関が結束し、障害を取り除く 
2. 民間企業からのフィードバックに基づき、現在の環境を改善する 
3. プロジェクトの形成段階から市民を巻き込む 
4. 小規模鉱業事業者を正規の産業に統合する 
 
【優先活動 Priority Projects and Activities】 
1. 鉱業生産を阻む障害の除去 
2. 財政基盤強化の方針策定 
3. 鉱業分野における法制度の改善 
4. 天然資源の探査及び開発の促進 
5. 石油及び鉱物資源の管理能力強化 
6. 小規模の貴石採取業者に対する教育及び研修 
7. 新規プロジェクトの形成及びモニタリングへの市民参加促進 
8. 課税額の削減 
9. 投資家のための行政手続きの簡素化 
  
【指標 Indicators】 

 2007 年 2012 年目標値 
鉱業関連行政手数料収入（百万ドル） 1.58 15 
ロイヤリティ収入（百万ドル） 0.168 45 
鉱物の輸出からの収入（百万ドル） 50 300 
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２－３ 鉱業セクターの現状 

(１) 概観 
マダガスカルにおける鉱業の現状は、高い資源ポテンシャルを持っているといわれているにもか

かわらず、未だ十分な開発が行われていない。現在、主に生産されているのはクロム鉄鉱石である

が、このほかにポテンシャルが確認されている鉱物資源として、金、ニッケル、コバルト、銅、鉛、

亜鉛、白金族、チタン、ボーキサイト、エネルギー資源として、ウラン、石炭、石油など多岐にわ

たっている。しかしながら、主にインフラ未整備のため、それらは開発されるまでに至っていない。

近年、マダガスカルでは資源ポテンシャルが見直され、外国資本による大規模な探査活動が実施さ

れている。現在注目されるプロジェクトとしてシェリータ、住友、韓国コンソーシアムの Ambatovy 
ニッケル、コバルトプロジェクト、及び QIT Madagascar Minerals’（QMM：Rio Tinto とマダガスカ

ル政府）の チタンプロジェクト の開発が進められている。 
小規模鉱業については詳細を把握できないものの、サファイア、エメラルドといった宝石のほか、

金も対象とされ相当数の活動がある。特に、南部にあるイラカカにおけるサファイア鉱業は政府の

管理ができない不法地帯となり、警察すら密輸の取り締まりができない状態であるといわれる。 
マダガスカルでは、①大規模鉱業の誘致、②既存の小規模鉱業の政府による管理・合法化及び適

切な利益管理、③環境問題などが鉱業促進に向かっての課題とされてきた。このような状況下、マ

ダガスカル政府は、1998 年に政令 No98/394 に基づいた鉱業セクターの改革を開始した。基本姿勢

として鉱業分野の自由化と商業分野からの国家関与撤退が揚げられており、1999 年１月に鉱業セ

クター改革プロジェクト（Projet de Réforme du Secteur Minier：PRSM）が開始、2002 年まで続けら

れた。鉱業法関係では 2000 年に新しい規程が有効となり、環境省庁等との省庁間の連携の強化、

BCMM（Bureau du Cadastre Minier de Madagascar）の新設、小規模鉱業に対する技術及び管理支援、

環境管理情報システムの設置がなされた。 
PGRM（Projet de gouvernance des ressources minérales）は、PRSM 計画に基づいてその後開始され

たプログラムである。さらに、エネルギー鉱山省には PGRM で取得されたデータを活用してコン

パイル・解析を行うべく BPGRM を設立している。なお、これに先立ち、フランスを中心に 1960

年代から取得された地質データを整理した GIS システム“SIGM（Système d'Information Géologique et 
Minier）”が 2000 年に完成されている。 

 
(２) 鉱業関係機関 

１) エネルギー鉱山省（Ministere de L'Energie et des Mines：MEM） 
鉱業関係を担当する鉱業省は、鉱山地質局（Direction des Mines et de la Géologie：DGM）、エネ

ルギー局（DGEN）、水資源局（DGEA）の３局からなり、これに管理部門が併設されている。

さらに、鉱業・戦略産業公社（Office des Mines Nationales et des Industries Stratégiques：OMNIS）
等の公社、タスクフォース機関としての BRGM が管轄下に入っている。全体で 400 名、年間予

算は 20 億 Ar.（11.7 百万ドル）、鉱山地質局は 80 名程度のスタッフがいる。 
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ジェクトで加わった空中磁気探査と 10万分の１地質図、20 万分の１地質図、さらにマダガスカル

全土をカバーする LANDSAT-７号衛星画像、及び ASTER 画像の 1.1-a と 1.1-b、さらに、南部だけ

JERS 画像を格納するという。衛星リモートセンシングの解析ツールは、ENVI と ERDAS（バージ

ョンは不明）、磁気探査データ用に OasisMontaj、また GIS システムとして、ArcGIS9.1 を搭載し、

データベースは MS-Access とのことであった。ArcGIS に付属されるはずの Oracle はないとのこと

で、オープンソースのソフトウエアもほとんど使っていないとのことであるが、Open Office 2.0 は
使っている。 

MS-Access で使われるファイルには、図名 DB、地質図 DB、インフラ整備 DB、鉱区コード DB、
地形 DB、金属鉱床区 DB、文書 DB、地球物理 DB（空中磁気）、変成岩 DB、環境 DB、gitologyDB、
鉱物ポテンシャル DB、水文 DB、高度 DB、企業鉱山 DB、鉱徴帯 DB、リニアメント DB がある

ということであった。違法鉱山 DB はなく、そのような場所は少数だとの答えだった。地質図 DB
は shape ファイルで構成されるので、サンプルを所望したところ、上司の命令がないので不可との

ことだった。 

鉱物ポテンシャルマップについて聞いたところ、バライト（硫酸バリウム）鉱徴とポテンシャル

図を見せてくれた。これは ArcGIS の機能を使って、バライトの位置データと鉱量から単純に等高

線図を作っただけのようであった。 

リニアメント図は ASTER1.1-b から作成したものとのことで、粗いデータベースであった。 

BPGRM の役割は、データを準備して、出版し、販売することにあるとのこと。また、2008 年末

に世銀プロジェクトが終了した後は、エネルギー鉱山省に設置される IGM に機材・人員共に吸収

されるとのことである。 

BPGRM は PRGM の下部機関であり、場所的にも同じ建物の１階にある。２階の PGRM の副所

長（Deputy Coordinator）である Jonasy Ramarolahy 氏と、その下の地質・地球物理課長で、今後 PGRM
が 2010年には移管する予定の IGN を今年から立ち上げ企画中の Dr. Rakotomanana Dominique 博士

から現状を聞いた。この Rakotomanana 博士が新しい組織の所長に内定しているとのことである。

リモートセンシング技術と GIS の協力を推進するにあたり、PGRM-BPGRM の計算機施設を利用す

ることが可能か確認したところ可能とのことであった。しかし、データについては、サンプルデー

タの提供しかできないとのことなので、今後この点が問題になる。販売されているデータがあれば

作業は可能だが、電子化作業を繰り返す無駄を省くにはどうするべきか相談したところ、BPGRM
所長の許可を得るか、世銀の本部（ワシントン）に行って許可をとってくれとのことだった。ワシ

ントンにいる PGRM-BPGRM の総合リーダーは、Gotthard Walser 氏で、マダガスカルにはいない

ということである。 

 

この PGRM で地質図作成を担当している各国のリーダーもマダガスカルにはいないが、下記に

範囲と名前を記す。 

Zone A: BGS（英国地質調査所） Robert Thomas 
Zone B: BGS     Peter Pitfield 

Zone C: GAF・AG（ドイツ）   Tobias Werner 
Zone D:（North） BGS    Peter Pitfield 

  （South） BRGM（フランス） Jean-Yees Raig 

Zone E+F: CGS（南ア）   Paul Necey 
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他に、USGS+BRGM   Claud Delon 
 

(４) リモートセンシングを用いた協力の可能性 
今後の資源開発協力では、リモートセンシングを用いた地質情報整備について、世銀 BGRM を

中心に各ドナーが大規模に支援しているが、十分な質・量とはいえず、我が国の技術・経験を活か

すことで、時宜を得た支援が可能である。また、他ドナーの支援により地質情報整備が急速に進め

られるなか、我が国の支援においても早期に成果を出すことが求められること、及び技術協力プロ

ジェクトによる技術移転を行うには先方の実施体制が弱体であり、充分な成果が見込まれないこと

から、開発調査による支援が妥当であると考えられる。 

そこで、本調査において、日本が独自に保有するリモートセンシング技術である PALSAR（Phased 

Array L-band Synthetic Aperture Radar）画像を活用することが可能となれば、日本の技術の有効性

をアピールできるばかりではなく、各国にはない新たな視点からの鉱物資源の分析が可能となり、

本調査の実施意義と付加価値を大いに高めることが可能となると考えられる。多数のドナーが活動

しているため、状況に応じて、本件につき本邦関係機関との調整を図ることも必須である。 

日本独自センサである PALSAR についての概略を、資源環境観測解析センターホームページか

ら、以下に引用する。 
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PALSAR センサ 

PALSAR は、地球資源衛星１号（JERS-1）に搭載された合成開口レーダ（SAR）の機能・

性能をさらに向上させたもので、天候や昼夜に影響されない能動型のマイクロ波センサです。 

PALSAR は水平／垂直偏波同時受信（多偏波受信機能）、オフナディア角可変機能等を備え、

地質構造、岩石分布等の解析精度の向上が図られ、資源探査及び資源開発に有効なデータ取

得が可能となっています。また、多偏波受信機能は植生情報の取得にも有効であり、グロー

バルな植生観測やローカルな地物判読・土地利用分類などの分野でも利用が進められるもの

と期待されています。 

さらに、PALSAR は、災害発生時の緊急観測や災害状況把握などでも威力を発揮するもの

と期待されています。 

 

PALSAR の観測モード 

PALSAR は、以下の３つの観測モードをとることが可能となっております。 

高分解能モード 

高分解能モードは、通常 も多く利用されることが予想されている観測モードであり、

高で地上分解能７mでの詳細な地域観測が可能となります。これは衛星に搭載された合成開口

レーダ（SAR）としては 高レベルの高い分解能です（例えば、JERS-1 に搭載されていたSAR
の地上分解能は約 18mでした）。 

広観測域モード 

広観測域（ScanSAR）モードでは、オフナディア角を変えることができる機能を用いて、約

70kmの観測幅を３～５スキャン切り替えて送信し、広範囲の観測を行うモードであり、250 km
（３スキャン）～350 km（５スキャン）の広域を観測することができます（例えば、JERS-1
に搭載されていた SAR のオフナディア角は 35 ﾟの固定で、観測幅は約 75km でした）。ただし、

高分解能モードと比較すると、地上分解能は低くなります。 

ポラリメトリモード 

JERS-1 に搭載されていたSARでは、SARの電波の偏波特性は水平偏波送信／受信（HH）の

単一偏波観測のみしかできませんでしたが、PALSARでは、水平偏波送受信（HH）のみなら

ず垂直偏波送受信（VV）の観測が可能となります。また、各送信偏波に対して水平と垂直の

両偏波の反射波を同時に受信する２偏波同時受信（HVとVH）も可能です。さらに、送信パル

スごとに水平偏波と垂直偏波を切り替え、それぞれ２偏波同時受信により観測対象の４偏波

特性を取得するフルポラリメトリ機能（HH, HV, VH, VV）も有しています。 

（http://www.palsar.ersdac.or.jp/basic/sensor.html より引用） 
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以上のうち、特に有用なモードは、高分解能モードとポラリメトリモードである。 

 

そこで、M/M で合意された協力可能性の内容について、リモートセンシングの活用の観点で補

足する。 

 

１) 既存資料・情報のレビューとリモートセンシングデータの解析に基づく 100 万分の１地質図

等の更新とポテンシャル評価 
100 万分の１地質図（と、同じ精度の 50 万分の１地質図）は既に存在しているが、今回の調

査結果により、大半が古いフランス植民地時代と、独立後のフランス地質調査所による 70年代

以前の古い概念によるデータを基にしており、これを更新することで、資源的価値を高めるこ

とが可能と推定される。しかし、今から大型予算をかけて現地調査やボーリングなどを実施す

る環境ではないので、 新の衛星情報と若干の現地調査を組み合わせた 新知識による更新が

適と判断される。このための作業には、HH 偏波による高分解能全域データ取得が望ましい。

雨季と乾季の２時期の全国データセットを取得することが望ましいが、困難であれば一時期で

も全土をカバーすべきである。PALSAR の前身である JERS-1 の HH-SAR データがマダガスカル

のほぼ全土をカバーしていることから、10 年前との比較も可能であることもほかにないメリッ

トであろう。 

２) 特定地域での地質調査等の実施に基づく 新データの分析と特定対象地域の10万分の１地質

図等の作成 
これは、他のドナーが予算的制限からできなかった地域を選定することで、他ドナーとのシェ

アが可能な作業である。このために使われるのは、高分解能・フルポラリメトリ機能（HH、 HV、

VH、VV）である。 
３) GIS データベースの更新 

PALSAR データを付加し、資源解析を加えて、新たな鉱床モデルによる知見で資源ポテンシ

ャリティーを解説する。 

４) WEB 上での情報提供 
GIS-DB に結集した様々な資源情報のうち、特に、投資家に有用と思われるアトラクティブな

項目を取捨選択して、WEB 情報として公開する。 

５) 各調査項目に係る関連技術とノウハウの移転及びマニュアルと鉱産ガイドの作成 
マニュアルとガイドラインには、GIS で支援された衛星画像データが常に参照可能とする。 

６) 各種セミナーの開催と国際セミナーへの参加 
リモートセンシング解析技術、資源解析技術、鉱床モデル、資源ポテンシャル、開発に伴う

環境保全などに関する資源開発関係者と投資家向けセミナーを複数企画する。小規模鉱業に関

するセミナーも是非ここに含め、衛星画像による補足が可能な地点についての解説も行う。 

なお、これまでの PALSAR データ取得計画に南部アフリカは主対象となっていたものの、マ

ダガスカルは対象から抜けていた。計画実現性が高まった段階で、可能な限り早期にデータ取

得計画を要請することが必要である。マダガスカルは南北に長くまとまり、若干東北にふれて

いるため、衛星軌道パスにちょうど沿う形であり、理想的に効果的なデータ取得が比較的短時

間に可能と考えられる。 
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第３章  要請の背景 

３－１ 要請の概要 

(１) Use of Remote sensing and airborne geological data to delimit favorable are in mineralization 

 

＜現状と問題点＞ 

マダガスカルにおける大規模な鉱物開発プログラムは数年前に開始されたところである。また、

鉱業法及び大規模鉱山開発法は投資の安定性・安全性確保のため改定されたところであり、開発イ

ンセンティブの導入により投資条件はより魅力的となっている。上記内容を踏まえて、マダガスカ

ル政府は日本政府との協力のもと、鉱物資源を有する地域を特定するため、リモートセンシング及

び空中物理探査等の先端技術を活用しつつ、地質データを統合していきたいと考えている。 

 

＜要請の概要＞ 

１) 上位目標 
・ 鉱業セクターにより多くの投資を呼び込む 
・ 鉱物開発のターゲット地域を確定する 
・ 地質的・鉱業的インフラを拡充する 
・ WEBを通じて情報発信を行う 
・ 開発可能性に関する情報を拡充する 

２) 案件の目標 
・ 得られた情報がエネルギー鉱山省及び関係者によって広くアクセスできるようになる 
・ 鉱業セクターに対する投資額が増加する 
・ 国内・外国投資が増加する 
・ 農村開発に貢献する 

３) 成果 
・ スタッフに対する研修を実施するための技術支援 
・ プロジェクトオペレーションユニットの設置 
・ データ収集 
・ 技術要員によるデータ加工及び解析 
・ WEBによる情報配信 
・ 一般向けに容易に理解可能な鉱徴ガイドの作成 
・ 資源ポテンシャル地図の作成 
・ 鉱産図の作成 

４) 活動 
・ 業務・人事管理 
・ 技術移転・研修（システム操作、探査地域の分析・選択等） 
・ 機材の正確な操作及び管理に関する技術移転 
・ データ収集・分析 
・ 対象地域の資源賦存可能性評価 

５) 投入 



 

34 

日本側：日本人専門家（地質、リモートセンシング・GIS、金属学） 

相手国側：地質専門家（２）、技術者（２）、事務所スペース、コンピューター、運営費 

６) 実施体制：エネルギー鉱山省鉱山地質局 
７) 協力期間：２年 

 

(２) Information, Education, Communication（IEC）about Mining Environment 
 

＜現状と問題点＞ 

マダガスカルにおける鉱業は活況を呈しており、採掘業者も数多く存在する。こうした業者のな

かには、鉱山採掘許可及び環境当局からの許可を受けずに操業している業者も含まれており、自然

環境に深刻な影響を与えている。例えば、南部のイラカカは、主にサファイアを中心とする貴石や

半貴石を産する地域であり、主に違法な小規模採掘業者を中心として採掘業者の進出ラッシュとな

っている。ほとんどの業者は環境問題に関心を有しておらず、イラカカでは移民の流入、治安、健

康、環境等、様々な問題が発生している。これに対しマダガスカル政府はエネルギー鉱山省の局内

に環境ユニットを設置し、小規模採掘業者の環境対策を促進しようとしているが、実質的には機能

しておらず、強化する必要がある。 

 

＜要請の概要＞ 

１) 上位目標 
・ 採掘状況及び環境を改善する 
・ 違法採掘業者数を削減する 

２) 案件の目標 
・ 投資家向けに環境問題を積極的に扱う共働者を確保する 
・ IECユニットが、人々が環境保護に積極的な役割を果たすために情報を提供し、動機付けを行

う手助けをする 
３) 成果 
・ 環境保護を盛り込んだ資源開発政策 
・ 環境保護政策をメディアを通じてPRするための素材 
・ 国際会議、国内・海外でのセミナー用素材 
・ 環境保護のための採掘技術教材 
・ 実施促進者・開発の受けてのためのコミュニケーション機材 
・ 環境保護（県・国家レベル）に関して国家世論の形成、社会・経済発展に貢献する責任者・

プロのメディアの発展 
・ 国際会議、国内・海外セミナーを通じてのキャパシティ・ビルディング 
・ 人々のかかわりを推進するための地域コミュニティに対するリーダーシップ研修 
・ 関連教育機関（学校、高校、大学）に対する教育政策 
・ 調和のとれた社会・経済発展 

４) 活動 
・ 計画されたスタッフの配置 
・ オペレーションプランの作成 
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・ 予算計画策定 
・ モニタリング・プランの策定・実施 
・ ステークホルダー分析 
・ 合同調整委員会の設置 
・ 中央管理部門にIECユニット設置 
・ 地方管理部門にIECユニット設置 
・ 特定地域において環境問題の観点から小規模鉱業を点検 
・ 小規模採掘業者に対する環境保護セミナーを開催 
・ 採掘に関して環境問題を点検するスタッフトレーニング 
・ 理解促進キャンペーン 
・ 機材・道具とともにIECの動員 
・ 研修実施、セミナー会議への参加 
・ 法に則った採掘環境文書の普及 
・ ラジオ、テレビ、印刷物等マスメディア利用 
・ 教育政策策定 

５) 投入 
日本側：日本人専門家（プロジェクトコーディネーター）、本邦研修、機材 

相手国側：建物、事務所スペース、IEC ユニット人材、機材、必要機材に対する免罪措置、国

内研修 

６) 実施体制：エネルギー鉱山省 
７) 協力期間：２年 

 

３－２ 要請機関及び関連機関 

要請機関はエネルギー鉱山省（Ministère de l'Energie et des Mines）。 

 

３－３ 先方と合意した協力案の概要 

2008 年１月 30 日にマダガスカル側と合意・署名を行った M/M に記載された、協力案の概要は以

下のとおりである。 
 

(１) 案件名 
The Geology and Mineral Information Service Project for Promotion of Mining Industry in the 

Republic of Madagascar 
鉱業振興のための地質・鉱物資源情報整備調査 

 

(２) 協力の目標と活動 
＜協力の目標＞ 

鉱山地質局に対する地質・鉱物資源の調査及び情報の蓄積・公開に関するキャパシティ・デベロ

ップメント 
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＜主な活動＞ 

・ リモートセンシングデータ及びGISを活用した既存の100万分の１地質図及び鉱物資源図の改訂 
・ リモートセンシングデータ、GIS及び地表概査の結果をまとめた特定地域の10万分の１地質図の

作成 
・ 鉱山地質局職員が上記業務を実施するためのキャパシティ・デベロップメント 
・ WEBサイトによる投資促進のための情報公開 
・ 調査結果を公開するためのセミナーの実施 

 

(３) 調査地域 
マダガスカル全土、ただし地質調査の対象地域については追って検討される。 

  

(４) カウンターパート機関 
エネルギー鉱山省 

  

(５) 協力期間 
約 24 ヶ月 

  

(６) 日本側投入（案） 
・総括：資源評価、地質図作成 
・地質 A：衛星画像解析、地質図作成 
・地質 B：既存資料の解析、地質図作成 

 

(７) マダガスカル側投入（案） 
・地質技官（２名） 
・技師（２名） 
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第４章  アフリカ鉱業分野投資会議（Mining INDABA 2008）への参加報告 

本調査では、マダガスカルでの現地調査に引き続き、南アフリカ共和国ケープタウン市で開催され

た鉱業分野の国際投資会議「Mining INDABA 2008」に参加した。同会議は毎年開催されており、13

回目となる今回は 6,000 人の参加を見込んでいるとのことであった。 

開会式でのサンジカ南ア鉱業大臣の基調講演では、世界中からアフリカに投資が集まってきている

昨今において、貧困問題を抱えるアフリカでは貧困削減のためにもパートナーシップを強化していく

必要が強調された。 

 

本会議には南部アフリカの国々から大臣クラスの出席が相次ぎ3、各国のセッションでは大臣自ら

それぞれの資源ポテンシャル、投資に際しての透明かつ投資家フレンドリーな税制や手続き、政治の

安定性、好調な経済等々がアピールされた。 

会場には各国政府、民間企業等がブースを設置し、それぞれの特徴を参加者に説明していた。サブ

サハラ・アフリカからはモーリタニア、マリ、ガーナ、ニジェール、カメルーン、コンゴ民主共和国、

ウガンダ、ブルンジ、ザンビア、マダガスカル（今回協議を行ったカウンターパートも参加）、モザ

ンビーク、ナミビア、ボツワナ及び南アの政府が参加していたが、そのうちのいくつかは当該国を支

援する世銀や USGS、BGS の白人コンサルタントが参加者の応対を行っていた様子が印象的だった。

また、援助機関は世銀のみがブースを出し、EITI4の活動状況について紹介していた。 

我が国は石油天然ガス・金属鉱物資源機構（Japan Oil, Gas and Metals National Corporation：JOGMEC）
が 10 名からなるミッションを派遣し、ブースの設置、サイドミーティングの開催等を行った。会議

での JOGMEC のプレゼンスは非常に高く、本会議で形成・強化されたアフリカ地域におけるネット

ワークは、今後の JOGMEC の活動を大きく後押しすることが期待される。また、我が国関係者とし

ては、JETRO 南ア事務所のほか、南アに駐在する企業を中心に多数の民間企業が参加し、情報収集、

ネットワーク形成を行っていた。 

 

JICA は、現在ザンビアにおいて「投資促進のための地質・鉱物情報整備調査」を実施しており、

2008 年度は本会議にもブースを出して調査結果を発表する予定となっている。また本件マダガスカ

ルにおける新規案件においても、 終的なアウトカムとして投資促進が大きく期待されていることか

ら、今回 INDABA への参加により、JICA の協力を通じて成果をアピールすべき投資家の活動状況を

見ることができたことは、新規案件の形成及び今後の同分野における案件の実施において非常に有益

であった。 

                                                        
3 ザンビア、ギニア、中央アフリカ、コンゴ民主共和国、タンザニア、リベリア、ガーナ、アルジェリア、マダガスカル、エリト

リア、ボツワナ、シエラレオネ、ブルンジ、ナミビア、カメルーン、南部スーダン及び南ア（プログラム順）から大臣クラスが

参加した。 
4 Extractive Industry Transparency Initiative; 採取産業に関する透明性イニシアティブ 
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